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発議第１号 瑞浪市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

【制定趣旨】 

 １ 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第46号）

の公布に伴い、条文の整備を行う。 

 ２ 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）及び刑法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第68号）の施行に伴い、条文の整備を行う。 

【改正内容】 

 １ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号）の項ずれに対応するための所要の改正 

２ 懲役及び禁錮が廃止され拘禁刑に一本化されたことに伴い、罰則中の用語を改めるための所要

の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、令和７年６月１日とする。ただし、第２条及び第１２条の改正規定は、情報通

信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図

るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４６号）の施行の日から

施行する。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 

２～９ （略） 

第２条 （略） 

２～９ （略） 

10 この条例において「特定個人情報」とは、行

政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。

以下「番号利用法」という。）第２条第９項に

規定する特定個人情報をいう。 

10 この条例において「特定個人情報」とは、行

政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。

以下「番号利用法」という。）第２条第８項に

規定する特定個人情報をいう。 

11～13 （略） 

第３条～第11条 （略） 

11～13 （略） 

第３条～第11条 （略） 

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第12条 （略） 

２～４ （略） 

第12条 （略） 

２～４ （略） 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号

から第４号まで及び第30条の規定は適用しない

ものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用に

ついては、これらの規定中同表の中欄に掲げる

字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号

から第４号まで及び第30条の規定は適用しない

ものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用に

ついては、これらの規定中同表の中欄に掲げる

字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 第12条第２

項第１号 

本人の同意があ

るとき、又は本

人に提供すると

き 

人の生命、身体又

は財産の保護のた

めに必要がある場

合であって、本人

の同意があり、又

は本人の同意を得

ることが困難であ

るとき 

  第12条第２

項第１号 

本人の同意があ

るとき、又は本

人に提供すると

き 

人の生命、身体又

は財産の保護のた

めに必要がある場

合であって、本人

の同意があり、又

は本人の同意を得

ることが困難であ

るとき 

 

 第39条第１

項第１号 

又は第12条第１

項及び第２項の

第12条第５項の規

定により読み替え

  第39条第１

項第１号 

又は第12条第１

項及び第２項の

第12条第５項の規

定により読み替え
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規定に違反して

利用されている

とき 

て適用する同条第

１項及び第２項

（第１号に係る部

分に限る。）の規

定に違反して利用

されているとき、

番号利用法第20条

の規定に違反して

収集され、若しく

は保管されている

とき、又は番号利

用法第29条の規定

に違反して作成さ

れた特定個人情報

ファイル（番号利

用法第２条第10項

に規定する特定個

人情報ファイルを

いう。）に記録さ

れているとき 

規定に違反して

利用されている

とき 

て適用する同条第

１項及び第２項

（第１号に係る部

分に限る。）の規

定に違反して利用

されているとき、

番号利用法第20条

の規定に違反して

収集され、若しく

は保管されている

とき、又は番号利

用法第29条の規定

に違反して作成さ

れた特定個人情報

ファイル（番号利

用法第２条第９項

に規定する特定個

人情報ファイルを

いう。）に記録さ

れているとき 

 第39条第１

項第２号 

第12条第１項及

び第２項 

番号利用法第19条   第39条第１

項第２号 

第12条第１項及

び第２項 

番号利用法第19条  

第13条～第52条 （略） 第13条～第52条 （略） 

第53条 議会事務局の職員若しくは職員であった

者、第９条第２項若しくは第15条第５項の委託

を受けた業務に従事している者若しくは従事し

ていた者又は議会において個人情報、仮名加工

情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事して

いる派遣労働者若しくは従事していた派遣労働

者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属

する事項が記録された第２条第５項第１号に係

る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。）を提供したと

きは、２年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

に処する。 

第53条 議会事務局の職員若しくは職員であった

者、第９条第２項若しくは第15条第５項の委託

を受けた業務に従事している者若しくは従事し

ていた者又は議会において個人情報、仮名加工

情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事して

いる派遣労働者若しくは従事していた派遣労働

者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属

する事項が記録された第２条第５項第１号に係

る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。）を提供したと

きは、２年以下の懲役 又は100万円以下の罰金

に処する。 

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して

知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した

ときは、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰

金に処する。 

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して

知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した

ときは、１年以下の懲役 又は50万円以下の罰

金に処する。 

第55条 議会事務局の職員がその職権を濫用し

て、専らその職務の用以外の用に供する目的で

個人の秘密に属する事項が記録された文書、図

画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下

の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

第55条 議会事務局の職員がその職権を濫用し

て、専らその職務の用以外の用に供する目的で

個人の秘密に属する事項が記録された文書、図

画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下

の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 

第56条～第57条 （略） 第56条～第57条 （略） 
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